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あとがきあとがき
　最後までお読みいただきありがとうございます。今年の全国大会より、研究発表及びパネ
ルディスカッションが同時開催となりました。初めての試みかつ、緊急事態宣言による移動
自粛により急遽予定が変更される中で、取りまとめが大変だったかと思います。会場設営を
していただいた皆様ありがとうございました。コロナ渦にあって、対面での議論、懇親がで
きない状況ではありますが、早く全国の皆様とお会いし全国青税の活動を広報誌、ブログで
報告できる日を楽しみにしております。広報部、部員一同協力していきますので、一年間ど
うぞよろしくお願いします。

　　 広報部長　塚原　政史
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　全国青年税理士連盟の皆様こ
んにちは。
　8 月 22 日の全国大会におい
て、全国青年税理士連盟の第
55 代会長に就任いたしました
千葉青年税理士連盟の亀川貴之
と申します。
　私は、平成 23 年に税理士試
験に合格し、平成 24 年に千葉
青年税理士連盟に入会いたしま
した。千葉青年税理士連盟で
は、平成 29 年度から 2 年間会
長を務め、全国青年税理士連盟
では令和元年度に副会長、令和
2年度に納税環境整備委員長を
務めさせていただきました。本
格的に青税の活動へ参加したの
は、独立開業した平成 28 年か
らです。諸先輩方に青税活動へ
誘っていただき、開業に際して
色々とアドバイスをいただきま
した。導いていただいた諸先輩
方のご厚意に心から感謝してお
ります。
　全国青年税理士連盟では、令
和 2年度に法対策部会に参加し
て、税制、税理士法、日税連の
機構改革について、法対策部の
メンバーと議論を交わして参り
ました。法対策部の活動を通じ
て、多く会員の皆様の考えに触
れる中で、現在の制度は多くの
課題があると改めて認識し、改
正に向けて要望を上げていく必
要性を強く感じました。

　本年度は全国青年税理士連盟
の会長として、全国青年税理士
連盟の目的でもある「国民のた
めの税理士制度の確立」「国民
のための租税制度の改善」「会
員の業務に有益な税法、会計、
経営等に関する研究活動」を実
現するために活動して参りま
す。

「国民のための税理士制度の
確立」

　近年、税理士試験の受験者数
は減少傾向にあります。納税者
の権利を擁護する立場である税
理士の若い担い手を増やし、税
理士業界を活性化させるために
も、受験生の増加に向けてアプ
ローチをしなければなりませ
ん。
　税理士が魅力ある職業である
という事を、社会全般に周知を
進める必要があります。AI の
進歩発展は著しく、記帳業務な
どについては、AI の発展によ
り省力化が進んでいくことが想
定されます。AI により代替さ
れる職業として税理士が掲げら
れる理由でもありますが、代替
できない役割も税理士はありま
す。経営の相談や事業計画作成、
事業者のライフラインに関わる
支援金の申請手続について税理
士が重要な役割を果たしていま
す。このように社会インフラで

重要な役割を果たしている職業
という事を、社会全般に発信し
ていく必要があります。
　税理士の顧問料について、価
格競争の激化が続いておりま
す。適正な報酬による契約を確
立できる状況を作るためにも、
税理士業務の侵害行為について
しっかりと反対の声を上げてい
きます。また、価格破壊の大き
な要因であり、誤解を生む顧問
料比較の広告表示を行っている
周旋業者について、規制が必要
だと考えております。
　その他、税理士の受験要件、
税理士の資格付与、税理士法人
の在り方についても再検討をす
る必要があります。税理士が魅
力ある職業であるために、時代
に合わせた税理士制度への要望
を行っていきます。
　日税連の機構改革について、
引き続き重要な課題として取り
組みます。
　税理士が魅力ある職業である
ために、日税連は税理士一人一
人の総意が反映される、民主的
な組織でなければなりません。
日税連の機構改革の実現に向け
て、引き続き行動を起こします。

「国民のための租税制度の
改善」

　納税者の自主性を認めた申告
納税制度を発展させるために、

会 長 就 任 挨 拶

魅力ある税理士業界を目指して

� 会　長　亀 川 貴 之 （千葉）
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納税者権利憲章の制定を行わな
ければなりません。国税通則法
第 1条の目的と、税理士法第 1
条の税理士の使命条項に、「納
税者の権利利益の保護」を明記
する改正を引き続き目指しま
す。多くの国々で、納税者の権
利利益の保護のための法改正が
行われている様に、日本におい
ても、納税者が主体となる流れ
を作る必要があります。
　昨今の税制改正を顧みます
と、税の三大原則である「公平」
「中立」「簡素」のうち、特に「簡
素」の視点が欠落している税制
改正が多いと感じます。少子高
齢化、労働力が減少する社会に
おいては、徴税コストと事務コ
ストの軽減を図り、経済発展の
為に人的資源を成長分野に振り
向けなければなりません。公平
性の観点からの弱者救済も、全
て税制度の中で手当するのでは
なく、社会保障制度の拡充でも
手当できる部分がないか議論を
していく必要があります。
　消費税の複数税率制度、イン
ボイス制度、所得税の基礎控除
など、改正を要望すべき点は数
多くあります。総合的な観点か
ら、真に国民のための税制につ
ながるよう、税制改正要望意見
書をまとめます。要望書の提出
のみならず、税制改正の実現に
向けて政治家への陳情など、よ
り具体的な行動をとっていきま
す。

「会員の業務に有益な税法、
会計、経営等に関する研究
活動」

　コロナ禍の状況において、研
究活動が限られております。新
しい活動が制限されているた
め、新しい会員の参加者が減っ

てきていると感じております。
　研究活動についてはシンポジ
ウムの単独開催はなくなりまし
たが、来年行われる神奈川での
全国大会では、定時総会と研究
発表を同時に開催します。発表
のスケールを落とさずに開催す
る事を目指します。
　新しい研究活動について、税
制改正要望意見書を毎年提出し
ておりますが、税理士法につい
ての要望は単発のものにとどま
り、全国青税としての意見の集
約ができていない部分もござい
ます。税理士法についても全国
青税としての意見の集約をはか
り、要望書の提出に繋げたいと
考えております。
　国際部の活動については、現
在新型コロナウイルスの影響に
より、韓国税務士考会との交流
が十分に行えておりません。非
常時でも交流を繋げていけるよ
うに、新しい試みではあります
が、WEB環境下での交流につ
いて開催の是非を検討します。
　魅力ある活動を展開する為に
は、会員拡大、組織拡大が重要
です。研究事業の規模を落とさ
ず、魅力あるものを行う事で、
各単位青税の会員へアプローチ
を行います。新型コロナウイル
スの影響が落ち着けば、未加入
青税へのアプローチも積極的に
行っていきます。

　以上、当連盟の目的を実現す
るために事業活動を行います。
　昭和 42 年 10 月に誕生した全
国青年税理士連盟は 54 年目を
迎えます。今まで諸先輩方が築
き上げてきた輝かしい歴史に恥
じぬように、本年度も活動を更
に前進させていきます。
　当連盟の活動を盛り上げてい

くためには、執行部だけの力で
はなく、一人一人の会員の皆様
のお力添えが必要です。皆様の
ご支援、ご協力をお願い申し上
げます。

Page-04

部長就任挨拶・抱負



18
8

総　務　部

部長　酒 井 哲 也
� （埼玉）
　全国青年税理士連盟の皆様、
総務部長を拝命しました埼玉青
税の酒井哲也と申します。一昨
年は経理部長。昨年は組織部長
を務めましたので、3年連続で
部長職を引き受けさせて頂きま
す。私が平成 30 年に埼玉青税
の代表幹事を引き受けていた時
に、千葉青税の会長を務めてい
た亀川会長が全国青税の会長予
定者となることを伺うと同時
に、総務部長就任のお話を頂き、
喜んで引き受けさせて戴きまし
た。
　総務部の主な活動は、年 11
回開催される理事会の運営で
す。コロナ禍により、オンライ
ン併用またはオンラインのみの
理事会が続く中で、理事の方々
と直接お会いできないことは、
以前の理事会と比べると物足り
ない部分があるかもしれません
が、一方で移動を伴わずにどこ
からでも参加できるといったメ
リットもあります。当面はこの
ような理事会が続くと思います
が、今までと同様に活発な議論
が展開されるよう、しっかり運
営していきたいと思います。
　来年 8月の神奈川での全国大

会まで、亀川執行部を一生懸命
支え、一年間頑張っていきます
のでよろしくお願いします。

経　理　部

部長　土 肥 　 豊
� （近畿）
　本年度経理部長を仰せつかり
ました近畿青税の土肥と申しま
す。全青理事は数回務めたこと
がありますが、部長職は初とな
ります。あまり表舞台に立つ役
職ではございませんし、やる気
を持つより横領しない強い心を
持って、極力目立たない様に 1
年間お務めさせて頂きますの
で、どうぞよろしくお願いいた
します。
　私は近畿青税の京都支部に所
属しているのですが、京都支部
では 40 歳が正会員の最終年に
なります。私は現在 40 歳なの
で、京都支部で副支部長を全う
し、晴れて正会員を卒業する予
定でいましたが、近畿青税の代
表幹事である藤原さんより、「京
都から 3人程引っ張って来い」
との指令により、引っ張られた
訳でございます。最初は何が何
でも断ろうと思っていたのです
が、二年連続代表幹事をされる
藤原さんに、「忙しい」などの

断り文句を言えるはずもなく、
渋々引き受けた次第でございま
す。
　何はともあれ全国青税の部長
職に就任した以上、一年間しっ
かりと務めて参りたいと思いま
す。一年間だけどうぞよろしく
お願いいたします。

研　究　部

部長　小 山 栄 一
� （東京）
　全国青税の皆様、こんにちは。
本年度研究部長を仰せつかりま
した東京青税の小山栄一です。
一年間どうぞよろしくお願い致
します。
　全国青税では毎年、会員相互
の研鑚を目的に秋季シンポジウ
ムを開催しておりましたが、昨
年は残念ながら新型コロナウイ
ルスの影響により中止となって
しまいました。私も全国青税に
は比較的長い期間携わっており
ますが、こんなことは初めてで
したので、全国の皆さんと懇
親を深めることが出来なかっ
た事と合わせ、大変残念な気持
ちでした。また時代の流れ？少
子化の影響でしょうか…。昨今
各単位青税の会員数減少等によ
り様々な負担が増加してきたこ

部長就任挨拶・抱負
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とから、2020 年 2 月の全国青
税理事会において、「2021 年度
は全国大会と秋季シンポジウム
を合体し、新しい全国大会にお
いて、秋季シンポジウムに代わ
る会員の研鑚に資する事業を行
う事」が決議されました。来
年 2022 年 8 月には、新しい試
みとしての研鑚行事を企画して
行きます。古参の会員方々から
すると違和感があるかもしれま
せんが、今までの秋季シンポジ
ウムと同等、いやそれ以上のも
のが作れるよう、研究部一丸と
なって取り組んでいきたいと思
いますので、どうぞよろしくお
願い致します。

組　織　部

部長　山 田 隆 一
� （近畿）
　全国青年税理士連盟の理事の
皆さま、こんにちは！今年度組
織部長を仰せつかりました近畿
青税の山田隆一と申します。数
年ぶりの全国青税の役職となり
ますが、一年間会長を支えるべ
く活動できればと思いますの
で、よろしくお願いいたします。
　さて組織部の活動は全国青税
の組織拡充が大きな柱です。そ
の中でも未加入の青年税理士団
体との交流がここ数年滞ってい
ます。コロナ禍では、交流がな
かなか困難な状況ですが、タイ
ミングを見て、オンラインから

でも交流の糸口を見つけていけ
ればと考えています。
　また全国青税内のオンライン
による研修等は急速に充実して
きており、単位青税の垣根を超
えて研鑽が可能になっています
で、このような良い点はさらに
定着させていきたいと考えてい
ます。行事のリアル開催が出来
るようになれば、各単位青税と
の懇親を深めるニューノーマル
な取り組みについても模索して
いきたいと思います。
　以上のように全国青税の組織
拡充を図りたいと思いますの
で、会員の皆さま、ご指導ご鞭
撻のほどよろしくお願い申し上
げます。

厚　生　部

部長　伊 藤 慎 一
� （東京）
　今期の厚生部長を務めさせて
いいただくことになりました、
東京青税の伊藤慎一と申しま
す。東京青税に入会して数年間
の身ですが、ご縁がありまして、
今期会長にご就任された亀川さ
んからのお誘いを受け、この度
初めて厚生部長を引き受けさせ
ていただきました。
　厚生部は定期的に開催される
理事会と年 1回開催される全国
大会の後の懇親会の運営を中心
に活動しております。直近では、
コロナ禍の影響で、理事会はリ

モートでの開催となっており、
また、第 54 回全国大会の懇親
会は中止となり、厚生部の活動
の機会は減少しておりますが、
今後開催できる際には、会員の
皆様が安心かつ安全にご参加い
ただけるよう、尽力する所存で
ございます。会員の皆様には、
新型コロナウィルスの感染リス
ク低減策を講じるため、ご不便
やご迷惑をおかけすることもあ
るかと存じますが、ご協力のほ
ど、何卒よろしくお願い申し上
げます。至らない点もあるかと
思いますが、一年間、どうぞよ
ろしくお願い申し上げます。

法 対 策 部

部長　髙 栁 律 彦
� （神奈川）
　全国青年税理士連盟の皆様、
今年度法対策部長を拝命しまし
た神奈川青税の髙栁律彦と申し
ます。前年度は税制対策委員長
を務めさせていただきました
が、部長職は初めてです。税理
士歴・青税歴ともに 6年目の若
輩者ですので、役者不足とは思
いますが、お引き受けした以上
は精一杯頑張ります。1年間ど
うぞ宜しくお願い致します。
　今年度の法対策部は、税理士
制度対策委員会、税制対策委員
会、納税環境整備委員会の３委
員会を設置し活動を行います。
　税理士制度対策委員会では、
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次期税理士法改正についての日
税連等の動向を注視し意見発信
を行うとともに、現行税理士法
における課題の検討、提言を行
います。
　税制対策委員会では、税制の
基本原則である「公平・中立・
簡素」に立ち戻り、昨今の複雑
難解化している税制について検
討を行います。
　納税環境整備委員会では、納
税者権利憲章の制定に向けた活
動に力を入れ、納税者の権利擁
護・税理士業界の発展などの研
究を行います。
　また、前年度コロナ禍で実施
出来なかった国会陳情や、税理
士法に関する勉強会なども行い
たいと考えております。
　法対策部の活動には皆様のお
力添えが必要不可欠です。ご協
力の程、どうぞ宜しくお願い致
します。

国　際　部

部長　中 村 　 岳
� （埼玉）
　国際部は韓国税務士考試会と
の交流事業を主な柱として活動
を開始し、今執行部で設立 12
年目となりました。
　青税会員ではない一般の税理
士からは「いまさら韓国から学
ぶことなんてあるの？」という
素朴な疑問を投げかけられたり
します。わが国にはなく先進諸

国には当然に存在する納税者権
利憲章が韓国には存在するこ
と、韓国税務士会は課税庁OB
あるいは他士業への資格付与問
題をすでに克服していること、
税務士の社会的地位は弁護士や
医師と同等のものであること、
など、まだまだ学ぶべきことが
たくさんある、という話をする
と大抵は驚かれます。国際部の
活動により触れることができた
こうした知見を、他の税理士あ
るいは社会にフィードバックさ
せていくきっかけになればいい
と思います。
　また、この 2年間はコロナ禍
の影響により韓国との交流事業
は一時ストップしていますが、
これを奇貨として部員および有
志による研究活動と報告会を開
催しました。形式はどうであれ
今期もこうした取り組みを継続
し、全国の青税会員に対して有
益な情報を提供していけるよう
頑張ります。

広　報　部

部長　塚 原 政 史
� （岐阜）
　今年度広報部部長を拝命しま
した。岐阜青税の塚原政史と申
します。全国大会初参加が岐阜
大会の時で、今回オンライン開
催ではありましたが岐阜の地で
スタートできることをうれしく
思います。全国青税で部長職は

初めてで至らない点が多いかと
思いますがどうぞよろしくお願
い致します。
　広報部の活動としては、広報
誌の発行とホームページの運営
となります。広報誌の発行は、
シンポジウムは全国大会と同時
開催となったため年２回を予定
しております。新型コロナウイ
ルスの影響で行事やリアルでの
開催ができない状況ではありま
すが、広報誌、ホームページを
通して全国青税の活動を会員の
皆様へお届けし少しでも興味を
持っていただけるように広報活
動をしていきます。一年間どう
ぞよろしくお願いします。
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�
日税連担当委員会

� 委員長　冨 川 和 將
� （近畿）
　全国青税のみなさま、こんに
ちは。本年度日税連担当委員長
の役を拝任いたしました、近畿
青税の冨川です。昨年は法対策
部長を務めさせていただきまし
た。昨年に引き続き全国青税で
役をさせていただきます。
　日税連担当委員は、日税連執
行部との懇談会や日税連理事会
への傍聴の取りまとめなど、全
国青税と日税連をつなぐ非常に
重要なパイプ役だと認識してお
ります。このコロナ禍の時代に
如何にコロナ以前の状況のよう
にスムーズにかつ活発に日税連
執行部との交流を図ることがで
きる体制を考えていきたいと思
います。
　税理士法改正など重要な論点
が盛り沢山の今年度の執行部が
スムーズに日税連との交流を行
えるよう尽力してまいります。
どうぞ 1年間ご指導ご鞭撻のほ
どよろしくお願いいたします。

�
三青会担当委員会

� 委員長　伊 藤 美 穂
� （神奈川）
　三青会担当委員長を務めさせ
て頂きます伊藤美穂と申しま
す。三青会の主な活動は、弁護
士、司法書士との会議への出席
ですが、有意義な情報交換が出
来ることを願っております。

　さて、新型コロナの感染拡大
によりテレワークが急速に普
及しました。2015 年オックス
フォード大学と野村総合研究所
が発表した共同研究によれば
士業のAI 代替確率は、税理士
92.5％司法書士 78％にも関わら
ず弁護士は 1.4％とかなり低い
数字でした。しかしここ最近は、
「リーガルテック（法務＋テク
ノロジー）」が注目され、クラ
ウド上での契約書作成、締結、
更には契約内容のレビューや有
利不利判定まで多岐に渡るサー
ビスが可能になりました。急激
な技術の進歩に驚かされます。
しかしAI がどんなに進歩して
も、私達がクライアントに寄り
添って話を進める事は省けませ
ん。単純事務作業が削減される
代わりに、これまで以上に判断
力が求められ益々研鑽が必要に
なるのかもしれません。
　士業は今いろいろな課題を抱
えていますが、隣接士業との交
流を通じて客観的な視野を培い
会員の皆様へ貢献出来るように
尽力致します。一年間どうぞ宜
しくお願い致します。

�
全国大会実行委員会

� 委員長　小 原 勝 己
� （神奈川）
　次年度全国大会の実行委員長
を務めさせていただきます神奈
川青税の小原勝己と申します。
　昨年度は塚下前実行委員長の
下で準備に携わりましたが、残
念ながら今年も Zoomのみでの

開催となってしまいました。次
年度こそは会場で開催できるよ
う願いながら準備を進めてまい
ります。
　次年度の全国大会から、毎
年 11 月に行われていた秋季シ
ンポジウムを統合することにな
りました。定時総会と懇親会だ
けでなく研究発表も行いますの
で、かなりハードな日程になる
と思いますが、より良い全国大
会となるように頑張ります。
　なお、2022 年の全国大会は、
55 回という記念すべき大会で
あり、神奈川で行われるのは
12 年振りになりますので、皆
様の記憶に残る大会を目指しま
す。2022 年 8 月 7 日（日）神
奈川県横浜市のみなとみらいに
あるヨコハマグランドインター
コンチネンタルホテルに是非い
らしてください。良い思い出を
作りましょう。
　いざ、横浜へ !!

�
会長等推薦審議委員会

� 委員長　森 岡 　 崇
� （近畿）
　皆様こんにちは。
　今年度会長等推薦審議委員長
をさせて頂きます近畿青年税理
士連盟所属の森岡崇です。８月
に会長を退任すれば全てから解
放されると考えていましたが亀
川新会長の熱い想いを受けても
う一年頑張る事を決意しまし
た。
　皆様もご存じの通り次期会長
を推薦する委員会となっていま

委員長就任挨拶・抱負
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す、スケジュールについては
10 月から委員会を開催する予
定で自分の中では 12 月には次
期会長予定者が決まっている状
態を想像しております。前年度
のように大変な事態も想定、い
やそのようなことは想定せずに
精一杯務めて参りますので、皆
さまご協力をお願いします。

�
ホームページ運営委員会

� 委員長　木 下 晃 良
� （名古屋）
　ホームページ運営委員長を拝
命しました、名古屋青税の木下
晃良と申します。前年度は広報
部長を務め、今年度はホーム
ページ運営委員長として、広報
部での続投となります。全青税
ホームページの管理と更新が主
な役割です。
　ブログ、意見書、研究報告な
ど、全青税ホームページには全
青税の魅力がたくさん詰まって
います。会員の皆様にはブログ
の執筆をお願いすることがある
かと思いますが、全青税の魅力
をタイムリーに発信していきた
いと思いますので、是非ともご
協力をお願いいたします。また、
全青税の歴史が詰まった 50 周
年記念サイトの管理も行ってい
きたいと思います。
　全青税の魅力や歴史を随時発
信していきたいと思いますの
で、1年間どうぞよろしくお願
いいたします。

�
税理士制度対策委員会

� 委員長　水野朝太郎
� （近畿）
　全国青年税理士連盟の皆様、
はじめまして。この度、税理士
制度対策委員長を務めさせてい
ただきます近畿青税の水野朝太
郎と申します。全国青税では初
めての役職になりますが、よろ
しくお願いいたします。
　本年 6 月に日税連において
「税理士法に関する改正要望書」
が機関決定されました。コロナ
禍において社会の ICT 化が急
激に進む中、税理士業務におい
ても ICT 化を推進する内容と
なっております。これらの内容
が真に納税者のためになるのか
議論し、青税らしい意見を表明
していきたいと思います。また、
税理士試験の受験者数が年々減
少しており、受験資格要件の見
直しだけではなく、税理士試験
自体を見直す必要がある段階に
来ていると感じています。将来
の税理士の担い手がいなければ
税理士制度のさらなる発展はあ
りません。魅力ある税理士制度
となるように 1年間活動してい
く所存です。皆様のご指導ご鞭
撻のほどお願い申し上げます。

�
税制対策委員会

� 委員長　杉 浦 大 介
� （神奈川）
　今年度、税制対策委員長を拝
命いたしました神奈川青税の杉
浦大介と申します。亀川会長、
酒井総務部長と同期の単位青税
代表のご縁で全青に戻ってくる
ことになりました。

　近年の税制改正は消費税複数
税率、インボイス制度、所得税
の配偶者控除や基礎控除への所
得制限など、年々複雑さを増し
ています。
　複雑な税制は納税者の負担と
なり、特に我々の顧問先である
中小零細企業にとっては死活問
題です。また、税制が複雑で分
かりにくい仕組みになること
は、国民一人一人が税制につい
て理解し議論する妨げになるた
め、民主主義の根幹に関わる問
題になります。
今年度は応能負担原則ととも
に、「簡素」についても議論し、
国民のための租税制度を考えて
いきます。皆さま、一年間どう
ぞよろしくお願いいたします。

�
納税環境整備委員会

� 委員長　加 納 豊 彦
� （東京）
　今年度、納税環境整備委員長
を仰せつかることになりました
東京青税の加納豊彦と申しま
す。
　納税環境整備委員会としては
やはり全青の悲願である「納税
者権利憲章の制定」に向けての
活動を第一に考えております。
平成 23 年に納税者権利憲章の
制定が見送られて以降、一向に
議論が進んでいない状況はもは
や看過できません。
　またコロナ禍の状況も相まっ
て納税環境において急速にデジ
タル化が進んでおりますが、そ
こに納税者の権利擁護が図られ
ているか慎重に見極めていく必
要があります。その他日税連の
機構改革なども検討予定でござ
いますが、要望、提言の際には
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東京青年税理士連盟

� 会長　阿 部 圭 子
　今年度、東京青年税理士連盟
会長を務めております阿部圭子
です。
　東京青税は昭和 37 年 3 月 27
日創設以来、税理士の社会的使
命と職責とに対する深い認識の
もとに、真に「国民のための税
理士制度」の確立をめざして活
動しています。
　また東京青税では、青年の志
を持っている方であれば年齢に
関係なく会員となっていただけ
ます。現在、税理士試験合格者
を中心に、税理士および税理士
試験合格後税理士登録をされて
いない有資格者の約 400 名で活
動しています。
　東京青税の活動は「制度・研
修・厚生」の 3本の柱から成り
立っています。
　「制度」は、税理士制度およ
び租税制度に関する調査研究や
関係各所へ提出する意見書・要
望書を通じて、あるべき税理士
制度およびあるべき租税制度に

ついて提言を行います。
　「研修」は実務や事務所経営
に役立つ研修会および租税法の
研究会等を開催し、これらを通
じて会員の税理士として資質の
向上が図られるようにします。
　「厚生」では春と秋に行われ
る厚生行事や研修会後の懇親会
で会員同士の親睦を深めます。
　この 1年半の間、コロナ禍で
厚生については思うに任せない
ことばかりですが、青税で培わ
れてきた繋がりを大事にしてい
きたいと思います。

近畿青年税理士連盟

� 代表幹事　藤 原 功 子
　みなさま、こんにちは。
　近畿青年税理士連盟第 57 代
代表幹事の藤原功子です。前年
度に引き続き今年度も代表幹事
をさせていただいております。
　近畿青税は近畿 2府 4 県の 6
支部で構成されており、それぞ
れの支部が独自に活動を行って
おります。そして、地域ごとの
支部活動を基本としながら、さ

らに近畿青税として制度部の活
動を中心に行っております。特
に今年度は、新たに組織検討委
員会を設置し、組織改革に取り
組んでいます。税理士業界にお
ける受験者数の減少や受験期間
の長期化は、私たち近畿青税の
活動にも影響を与えており、特
に近畿という広い範囲では地域
差もありますので、末永く連盟
活動を行っていけるように 6支
部が難しい問題に向き合ってい
ます。
　そのような中で、全国青税で
他の単位青税の活動を知ること
は大変刺激になり、参考にさせ
ていただくことも多く、貴重な
集まりだと感じております。
　一年間どうぞよろしくお願い
致します。

名古屋青年税理士連盟

� 会長　宮島富久雄
　今年度、名古屋青年税理士連
盟の会長を務めています宮島富
久雄です。名古屋青税は名古屋
市とその周辺地域で活躍する税

全青会員の皆さまの叡智を結集
したものにしたいと考えており
ますので、お力添え頂きたく存
じます。
　全青の大役は初めてですので
自分で務まるのか正直不安では
ございますが、皆様のご指導を
仰ぎつつ精一杯務めて参りたい
と思いますので、1年間どうぞ
宜しくお願い致します。
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理士が集まり、研究部、制度
部、組織・広報部、厚生部の各
部、また主に判例を扱ったディ
ベートを行う委員会において、
研究や広報活動、厚生行事など
を行っています。
　これらの活動を通じて、ひと
つのテーマについて真剣に議論
し、同じ目標に向かって切磋琢
磨することが、青税活動の醍醐
味であると思います。昨年以来
のコロナの影響により、対面で
の活動が制限される中、試行錯
誤をしながらの活動が続いてい
ますが、オンラインを活用する
などして活動を継続していま
す。
　まだまだコロナの先行きは不
透明ですが、できることをしっ
かりとやっていき、単位青税代
表として全国青税を盛り上げて
行きたいと思います。１年間よ
ろしくお願いいたします。

神奈川青年税理士クラブ

� 代表幹事　石 澤 健 太
　本年度､ 神奈川青年税理士ク
ラブの代表幹事を務めている石
澤健太と申します。
　平成 25 年 1 月に神奈川青税
に入会して、全青には平成 27
年頃より参加させて頂いており
ます。幽霊理事の時期もありま
したが、また全青で活動をさせ
て頂くことになりましたのでよ
ろしくお願いいたします。
　コロナ禍という大変な時期に
大役を引き受けたくれた亀川会
長をしっかりと支え、全国青税
を盛り上げていけるよう、部会
や理事会にも積極的に参加し
て、意見を出していきたいと考
えています。

　2022 年 8 月には神奈川での
全国大会・研鑽事業も控えてお
ります。先の状況が読みづらい
時期ではありますが、盛大に開
催できることを信じて、全国の
皆様に楽しんで頂けるような大
会を準備しておりますので、来
年は神奈川で熱い夏を一緒に盛
り上げましょう！
　若いうちにしかできないこと
があり､ 青税活動はその一つだ
と考えています。税制・税理士
制度の発展を願う一人の税理士
として､ 忖度することなく､ 真
摯に活動をしていく所存です。
　フルスロットルで一年間駆け
抜けていきたいと思いますので
よろしくお願いいたします！

埼玉青年税理士連盟

� 代表幹事　津 田 律 子
　今年度、埼玉青年税理士連盟
の代表幹事を拝命しました津田
律子です。
　当連盟は正会員、準会員併せ
て約 80 名で組織されています。
主な活動は月に 1回の研究例会
で、制度研究や研修会および事
例研究を行っている他、会員同
士の親睦を深める厚生行事も開
催しております。
　おりしもコロナ禍で、これま
でのように集まって賑やかに
親交を深めることができない
中、会員同士のつながりや広が
りをどう確保していくかが課題
ですが、前年度より開始された
web 会議システムの利用は参
加機会の増加につながっていま
す。「アットホーム埼玉！」の
ポテンシャルを武器に、研究例
会やオンライン懇親会などの交
流の場を維持し、かつ、それを

周知、フィードバックすること
で、会員それぞれに何か得るも
のを見つけて頂けるような活動
になればと考えています。
　全青活動におきましては、今
年度は埼玉からの理事の人数を
増員させていただきました。青
税歴の比較的浅い若手メンバー
がそろっておりますので、お引
き立ていただきまして、ご一緒
に全青を盛り上げていきたいと
思います。1年間どうぞよろし
くお願いいたします。

千葉青年税理士連盟

� 会長　岩 澤 英 彦
　2021 年 7 月 10 日の第 44 回
定期総会にて承認され、千葉青
年税理士連盟（千葉青税）の会
長を務めさせていただくことに
なりました岩澤英彦と申しま
す。
　現在、千葉青税は、千葉県内
での登録者、千葉県内での居住
者を中心に約 80 名の会員で構
成されています。また、年齢制
限もなく幅広い世代が在席し、
今年は 4名の新人会員が入会し
て頂けました。
　また、コロナ禍のため、オン
ライン研修会を中心にオンライ
ン等での月例幹事会を行ってい
ます。今後の活動もどのように
したら適切に運営できるのか私
も模索しながら千葉青税の皆様
のご意見を聞いて前に進めたら
と思っております。
　微力ではありますが、千葉青
税の仲間と全国青税の活動に参
加させていただきますので、ど
うぞ 1年間よろしくお願い申し
上げます。
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岐阜青年税理士連盟

� 会長　髙 井 正 樹
　本年度、岐阜青年税理士連盟
の第 45 代会長を務めさせてい
ただいております髙井正樹と
申します。現在、45 歳以下の
正会員 41 名、46 歳以上の準会
員 75 名にて構成しております。
全国青税の中では最小規模でご
ざいますが、ワンチームの精神
にて、日々の会務に積極的に取
り組んでいます。
　さて 8月には、新型コロナウ
イルス感染症拡大防止に伴う移
動自粛要請に従って、岐阜会場
と東京拠点及び近畿拠点をつな
いだ新たな全国大会が開催され
ました。当日の岐阜会場には岐
阜青税の会員のみの出席となり

ましたが、このような状況にお
いてもWEBを通して全員の意
思をしっかりつなげていくこと
が必要だと実感しました。
　諸々の活動が制限される中で
どのように活動を続けていくこ
とができるかが最大の課題でも
あります。研修はWEBを通し
て何とかやれるとしても、会員
の親睦を深めるにはどのように
すればよいのかが悩ましい限り
です。そういった中でも、少し
ずつではございますがしっかり
と前を向き、岐阜青年税理士連
盟の活動に興味を持ってもら
い、そして全国青年税理士連盟
の活動にも参加してもらえるよ
うな組織作りをしていきたいと
思います。今後も、どうぞよろ
しくお願いいたします。

　2021 年 8 月 22 日、全国青年
税理士連盟第 54 回定時総会（岐
阜大会）が都ホテル岐阜長良川
にて開催されました。総会は
15 時 00 分より、市川公一会員
（岐阜青税）の司会のもと、髙
井正樹会員（岐阜青税）の開会
の辞により開会されました。
　次に議長として平良夏木会員
（東京青税）、森智之会員（東京
青税）の 2人が選出され、議事
が始まりました。

議案審議
　第 1 号議案（2020 年度事業
報告承認の件）は高橋紀充総務

部長（東京青税）より 2020 年
度の事業活動が説明され、第 2
号議案（2020 年度決算承認の
件）は山田暁久経理部長（近畿
青税）より、冒頭まず総会議案
書 38 頁「収支計算書総括表に
対する注記」内、「２�次期繰越
収支差額」の内訳「前受金」に
ついて、正しくは「未払金」で
ある旨、同「預り金」について、
正しくは「前受金」である旨訂
正報告があり、その後に決算の
報告がなされました。続いて決
算について、仙田浩人会計監事
（名古屋青税）より会計監査報
告がなされました。議長より、

事前に受付けた質問は無く、要
望が 2件あった旨報告があり、
高橋総務部長がその内容を紹介
しました（要望は、文末に記載）。
その後採決に入り、第 1号議案



第 54 回　定時総会報告（岐阜大会）
新会長は亀川貴之会員（千葉青税）

森岡崇前会長の挨拶
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並びに第 2号議案ともに賛成多
数で可決されました。
　第 3号議案（規約改正の件）
は、高橋紀充総務部長（東京青
税）より、今回の改正経緯等に
ついて丁寧に説明されました。
議長より、事前に受付けた質問
は無く、意見が 2件あった旨報
告があり、高橋総務部長がその
内容を紹介しました（意見は、
文末に記載）。その後採決に入
り、第 3号議案は賛成多数で可
決されました。
　第 4号議案（役員改選の件）
は三谷智会長等推薦委員長（近
畿青税）より新会長候補者の推
薦の経緯、候補者の経歴等が説
明されました。その後、議長よ
り事前に受付けた質問はなかっ
た旨の報告があり、亀川貴之新
会長（千葉青税）をはじめとす
る新役員が採決の結果、賛成多
数で承認されました。そして新

旧執行部席の交代の後、亀川貴
之新会長をはじめ新役員の紹介
が行われました。
　第 5 号議案（2021 年度事業
計画承認の件）は酒井哲也新総
務部長（埼玉青税）より、第 6
号議案（2020 年度収支予算書
承認の件）は土肥豊新経理部長
（近畿青税）より議案上程がな
されました。議長より、事前質
問として坂本和穂会員（近畿青
税）から頂いている旨の報告が
あり、亀川貴之新会長が坂本和
穂会員の質問を代読し、回答を
致しました（質問と回答は、文
末に記載）。その後、議長は裁
決に入り、第 5号議案並びに第
6号議案ともに賛成多数で可決
されました。
　最後に、第 7号議案（総会宣
言採択の件）が塚原政史会員（岐
阜青税）によって読み上げられ、
採決の結果、賛成多数で採択さ

れました。
　総会の議案審議が全て承認可
決され、議長団は議長席から降
壇しました。
　新会長の挨拶として、亀川貴
之新会長より、今年度 1年間の
活動方針の抱負が熱く語られま
した。
　続いて、韓国税務士考試会・
李昌植会長より祝辞を、全国青
年司法書士協議会・阿部健太郎
会長より祝電を頂きましたの
で、伊藤美穂国際部長よりそれ
ぞれご披露させて頂きました。
　最後に、山木田篤則新副会長
（岐阜青税）の閉会の辞により
全国青年税理士連盟第 54 回定
時総会は無事終了しました。
�
【第 1号議案に関する要望】
１�．2020 年度の研究冊子保管
について

　第 1 号議案「2020 年度事業

定時総会　議長

東京会場

近畿会場

東京会場
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報告承認の件」において、秋季
シンポジウム実行委員会の報告
で、「研究成果を残すために研
究冊子の作成を行った」（議案
書 16 頁）とありますが、巻末
付録【青税関係書籍　事務局保
管一覧】（議案書 109 頁）に研
究冊子の記載がありませんでし
た。事業の一環として研究活動
を行った単位青税の足跡が、他
の秋季シンポジウム資料集と同
様に全青の記録として残るよう
に、事務局での保管のご検討を
お願いします。

２．論文集の全員配布について
　これまでのシンポジウム資料
集は、秋季シンポジウムの現地
参加者だけに配布されていまし
たが、全会員へ配布してはどう
でしょうか。全青事業を広く会
員へ知らせる機会となるほか、
研究成果の発表をもって会員へ
のフィードバックになると思い
ます。

【第3号議案に関する意見（要旨）】
１．補足説明書によりますと、
「会員の議決権行使権を不当に
制限することがないよう」にす
るため、総会の出席は「現地参
集が原則」ですが、「災害等に
より会場や移動手段確保が難し

い場合」に備える、とのことで
すので、その趣旨には賛成です。
　現行の規約では委任状による
出席は認めないものの、その他
の出席方法については規定があ
りませんが、今回の規約改正案
では、出席方法を会場参集もし
くはウェブ会議システムに限定
されています。
　ウェブ会議システムを用いる
ことに決定された場合には、そ
の環境を持たない会員、また、
災害等のためその環境を一時的
にでも失ってしまった会員につ
いては、議決権の行使機会が
なくなることになります。ま
た、技術革新が著しい現代にお
いて、ウェブ会議システムに代
わる仕組みが一般的になった場
合、その技術を追いかける形で
また規約改正が必要となり、後
手に回る恐れがあります。
　書面議決は確かにほかの会員
の意見を聞いて判断することが
できないため、不十分かもしれ
ませんが、少なくとも議案書を
確認し、自身の判断として票を
投じることはできます。
　現在可能である方法を敢えて
封じることはないのではないで
しょうか。
　非常の場合の代替手段につい
ては、特定しないか、ウェブ会

議システム「等」など、他の方
法も取りえるような文言の方
が、状況に応じた柔軟な対応が
できると思います。

２．参集する以外の方法をウェ
ブ会議システムに限定（明文化）
しない方がいいと思います。こ
のコロナ禍、当たり前のように
Zoomをメインとしたウェブ会
議システムを使う風潮になって
いますが、使用する環境にない
会員のことを想定されていない
ような印象です。
　その他合理的な方法を決定す
るということで、具体的な出席
方法の決定を第 15 条第 2 項 2
号に含めてはいかがでしょう。
補足説明でも「議決権行使権を
不当に制限することがないよう
に」とありましたので、あとも
う少し幅を広げることも必要か
と感じました。
　また、議案とは直接関係のな
い意見ですが、複数の単位青税
（例えば東京と埼玉など）に所
属している場合、全青の会員人
数に重複してカウントされてい
る会員が結構存在しているはず
です。基本的に議決権数僅差で
決まるような議案などないとは
思いますが、議決権という考え
方はとても大事だと思っていま

岐阜会場 次年度実行委員長
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す。これだけの規模の団体であ
れば、会員の人数表示だけでな
くMAXの議決権数も明らかに
することが必要な気がします。
しかしながら議決権数というと
大げさですので、現在表示さ
れている会員人数は延べ人数に
なっていますので、せめて純会
員数も表示したらいかがでしょ
うか。全青の仕組みがゆえのも
のですが、もし機会があればご
一考いただけますと幸いです。

【第5号議案に関する質問と回答】
（質問）坂本和穂会員（近畿青税）
・�全国青年税理士連盟の研究活
動について
　全国青年税理士連盟規約第２
条は当連盟の目的条項になって
います。その 3項は「会員の業
務に有益な税法、会計、経営等
に関する研究活動」と定められ
ており、これまでは秋季シンポ
ジウムにおける各単位青税ごと
の論文作成と発表、また浜松
ミーティングや仙台ミーティン
グなど、数年に 1度の合宿が開
催がされてきました。
　今年度は全国大会と従前の秋
季シンポジウムが同日開催とさ
れ論文作成のみとなり、当連盟
における研究活動が縮小された
との印象を持っています。秋季
シンポジウムは、全国青税の役
員ではない各単位青税の若手会
員が当連盟の事業に携わるきっ
かけにもなっており、組織活動
としての貴重な役割も担ってい
ました。研究活動が縮小される
ことで、各単位青税の若手会員
が当連盟の活動に参加する機会
が減り、結果として全国青税離
れが進むようなことは避けなく
てはなりません。
　亀川貴之新会長におかれまし

て、当連盟の研究活動は全国大
会と同日に開催される研究発表
と論文発表だけでよいと考えて
おられるのか、また各単位青税
の若手会員の当連盟の活動に対
する関心をどのように喚起して
いくかのアイデアがあればお聞
かせいただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。
　蛇足ですが、各単位青税の代
表や当連盟役員の方には、各単
位青税の若手会員に当連盟の魅
力を積極的に伝えていただきた
いので、あわせて要望させてい
ただきます。

（回答）亀川貴之新会長
・全国青税の研究活動について
　秋季シンポジウムについては
私も論文作成、研究発表で参加
してまいりました。論文作成も
研究発表も準備段階では大変
な思いをした思いがあります
が、発表が終わった後はやって
よかったなという印象が残って
おります。研究発表についても
普段の実務の中では中々自発的
には行えない部分です。アカデ
ミックな議論を交わす事で自分
の中で税法、税理士制度への理
解が深まっていった経緯があ
り、実務にも繋がっていると感
じております。全国青税の各地
域との仲間との素晴らしい出会
いもありました。色々意見を率
直に取り交せる仲間に出会えた
事は自分の人生の中の貴重な財
産となっております。できるだ
け全青の事業を活発に行い、素
晴らしい経験を次世代へ繋いで
いきたいという思いがありま
す。
　一方で当連盟の活動について
は全国大会と秋季シンポジウム
の年 2回の開催が大変という議

論はコロナ禍以前より行われて
おりました。特に主催青税の負
担感という側面からのお話がク
ローズアップされていたと思い
ます。持続可能な形式で続けて
いくためには、主催青税の負担
を減らす事が重要だという意見
の流れがあり、私自身も主催青
税の負担感をなくす意味で同時
開催を支持いたしました。
　今後は主催青税の負担を減ら
すため、年に一度の発表の場に
なりますが、研究活動の内容に
ついては縮小しない様に論文・
発表ついては今まで通り行って
いきたいと考えております。単
位青税の代表の皆様には新しい
若手会員の方の参加をうながし
ていただきたいと思います。
　コロナ禍の状況でリアルに会
員の皆様に会える機会が減って
いるのは残念なことです。一緒
に直接お会いして、懇親会で交
流を図る事が全青の大きな魅力
の一つだと思っておりますの
で、ワクチン接種も進み、コロ
ナ禍の状況が改善されました
ら、リアルでお会いできる機会
を増やしたいと考えておりま
す。若手会員の皆様は積極的に
理事会、懇親会に参加していた
だきたいと思います。

亀川貴之新会長の挨拶
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　仙台ミーティングなどの合宿
勉強会の開催について、先日事
前の法対策部会の打ち合わせを
行いました。理事会の前に行っ
ている法対策部会、拡大法対策
部会だけでは議論の時間が限ら
れていることは感じておりま
す。税制改正要望意見書は毎年
提出しておりますが、税理士制
度については要望書の提出も単
発のものにとどまり、全体とし
ての意見集約はできていない部
分が多いと感じております。

　今後のコロナ禍の状況にもよ
りますが、仙台ミーティング等
の様に時間を設けて税理士制度
について今一度話し合う機会が
欲しいとの意見もでました。そ
のような機会を設けてその場に
若手の会員の方も積極的に参加
していただき、全青活動の魅力
も伝えていきたいと考えており
ます。
� （総務部長　酒井哲也）

新執行部の皆様
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はじめに

　令和３年 8 月 22 日、全国大
会の研鑽事業である基調講演、
パネルディスカッションが行わ
れました。新型コロナウィルス
の影響により、オンラインのみ
の開催となってしまったことは
大変残念ですが、開催にご尽力
いただいた塚下実行委員長はじ
め関係者の皆様には感謝申し上
げます。
　全国青税では、長い間、会員
の研鑽活動の発表の場として、
秋季シンポジウムが行われてき
ましたが、組織改革の一環とし
て、秋季シンポジウムと全国大
会を発展的に統合し、夏の全国
大会開催時に各単位青税の研究
発表を行うことになりました。
統合後初となる 2021 年は、初
年度であるため研究部主催で行
うこととなりました。
　全国青税の会長職も終わり、
翌年の会長等推薦審議委員長の
職を全うしたところで、お役御
免になる予定でいたので、まさ
か部長職が回ってくると思いま
せんでしたが、最後のご奉公の
つもりで引き受けさせていただ
きました。

全国青税研究部

　秋季シンポジウムが行われて
いたときは、一年半くらい前に
開催地が決定され、開催地の単
位青税において実行委員会が組
織されました。そして、実行委
員長となる者が開催年度の前年

の全国青税の研究部長に就任
し、開催年度に秋季シンポジウ
ム実行委員長にスライドすると
いう流れになっていました。
　そのため、研究部は存在する
ものの、実質的には研究部長以
外はいわば幽霊部員となってい
る状態が長く続いていました。
該当する理事も自らが研究部に
所属しているということすら認
識していなかった可能性があり
ます。（笑）
　コロナ禍で全国青税の活動
もかなりの制約がありました
が、唯一のプラス面がオンライ
ンスキルの向上です。コロナ前
であれば、毎月の理事会の際に
合わせて研究部会を開催するこ
とは、かなり困難だったと思わ
れます。オンラインの浸透によ
り、ほぼ毎月、平日の夜間に部
会を開催することができ、かつ
8割以上の出席率を得られたこ
とは、大きな収穫となりました。

基調講演

　基調講演は、全国青税第 45
代会長でもあり、日税連の制度

部長でもある市木雅之さんにご
快諾いただきました。市木さん
は東日本大震災があった 2011
年に全国青税会長に就任され、
26 年改正に向けて活動されて
いました。26 年改正では公認
会計士に対する自動付与の問題
が大きな論点になっていまし
た。あれから早いもので 10 年
が経ち、今度は日税連の執行部
に入られて活躍されていること
は全国青税の誇りでもありま
す。
　次期税理士法改正は、令和４
年３月の通常国会での成立を目
指しており、今回の法改正では
①ＩＣＴ化と②試験制度の整備
が大きな論点となっています。
講演では、限られた時間の中で
はありましたが、市木さんご自
身での全青での経験も踏まえ、
存分にお話をいただくことがで
きました。

パネルディスカッション

　今回の研鑽事業のメインとな
るのがパネルディスカッション
です。人使いの荒い（？）全国

全国大会研鑽事業について
――――――――――――――――――――――�　前 田 信 哉

基調講演　税理士市木雅之氏
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青税ですから、基調講演の講師
の市木さんにもパネラーとして
出席いただきました。全国青税
からは、税理士法一条といった
らこの人しかいないという近畿
の藤原さん、勉強熱心な名古屋
の木下さん、そして次期法対策
部長の神奈川の髙栁さん、とい
う豪華なメンバーで行いまし
た。
　パネラーが全国各地に分かれ
ており、今までであれば、なか
なか打ち合わせもできませんで
したが、コロナ禍の副産物で
ある zoom会議を開催すること
で、円滑な準備をすることがで
きました。なんと市木さんにも
事前の打ち合わせに２回も参加
いただき、改めて感謝申し上げ
ます。
　テーマとしては、税理士試験・
斡旋業者・ＩＣＴ化・一条・社
会貢献などを選定しましたが、
どのテーマも議論が白熱し、も
う少し時間が欲しいところでし
た。

おわりに

　秋季シンポジウムに代わる、
全国大会での初めての研鑽事
業、そして新型コロナウィルス
の影響による直前でのweb 開
催への変更という流れにはなり
ましたが、無事に基調講演・パ
ネルディスカッションを開催で
きることができまして、改めて
感謝申し上げます。そして、塚
下実行委員長をはじめとした実
行委員会の皆様、全国大会延期
という事態の中、最後まで作り
上げていただきましてありがと
うございました。来年は、神奈
川での開催となります。一日も
早くコロナ禍が終息し、以前の
ような全国大会ができることを
祈念しております。

パネルディスカッション パネルディスカッション
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　2021 年 8 月 22 日（日）に全
国青年税理士連盟第 54 回全国
大会が行われました。昨年から
のコロナウィルス感染症の拡大
により通常開催ができるかどう
か分からないまま手探りのなか
準備を進めてきましたが 8月に
入って感染者が急増してきたた
め、急遽話し合いを行い、いろ
いろな意見を交わした結果、県
をまたぐ移動を避けるためやむ
なく岐阜の会場と関東の中継
地、関西の中継地を設けてのオ
ンライン開催となりました。
　今回の全国大会から例年 11
月に行っていた秋季シンポジウ
ムを全国大会で行うことと、単
位青税主体で行っていた設営を
全国青税主体で行うこととなり
ました。各単位青税から実行委
員会の委員を輩出していただい
て委員会のみなさんに役割を
担っていいただきました。理事
会も何度かオンラインとなり、
委員会も対面で行うことはでき
ませんでしたがみなさんには毎
回出席していただきました。当

初は懇親会も開催する予定でし
たが、研究部による研鑽事業と
定時総会のみとなりました。
　当日、オンラインによる配信
のため余裕をもって会場へ行き
各中継地との通信を確認しまし
た。岐阜の会場と関東と近畿の
中継地、自宅や事務所などをつ
ないで研究部による基調講演
から始まりました。基調講演
の講師は日税連制度部長であ
り 2011 年度に全国青年税理士
連盟会長を務められた市木雅之
先生に税理士法についてご講演
いただきました。引き続き市木
先生にもご参加いただき同様の
テーマで研究部によるパネル
ディスカッションが行われまし
た。パネルディスカッションで
は活発な意見で盛り上がりまし
た。
　定時総会も各地からオンライ
ンで参加していただきました
が、森岡前会長の全青活動の事
業報告が承認され、新年度から
の亀川会長執行部の事業計画も
承認され新体制の門出となりま

した。また配信のトラブルもな
く無事終えることができまし
た。
　定時総会が終了した後は、実
行委員長としてあいさつをさせ
ていただき、次回の令和 3年度
の実行委員長の方に PRをして
いただきました。
　一昨年の 8月に実行委員長と
して就任したときは、従前の開
催方法でしたので岐阜青税のメ
ンバーを中心に準備を進めてき
ました。今回は全国青税の委員
会のみなさんと準備を進めてき
ました。2年間全国大会の準備
に協力していただいた実行委員
会と岐阜青税のみなさん本当に
ありがとうございました。
　2年連続で定時総会がオンラ
イン開催となりましたが、来年
の神奈川大会こそは通常開催が
できて皆さんとお会いできるの
を楽しみにしています。

岐阜大会総括
　～ありがとうございました～
� 岐阜全国大会実行委員長　塚 下 順 司

岐阜会場大会宣言岐阜会場司会
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あとがきあとがき
　最後までお読みいただきありがとうございます。今年の全国大会より、研究発表及びパネ
ルディスカッションが同時開催となりました。初めての試みかつ、緊急事態宣言による移動
自粛により急遽予定が変更される中で、取りまとめが大変だったかと思います。会場設営を
していただいた皆様ありがとうございました。コロナ渦にあって、対面での議論、懇親がで
きない状況ではありますが、早く全国の皆様とお会いし全国青税の活動を広報誌、ブログで
報告できる日を楽しみにしております。広報部、部員一同協力していきますので、一年間ど
うぞよろしくお願いします。

　　 広報部長　塚原　政史

〜
魅
力
あ
る
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理
士
業
界
を
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指
し
て
〜

亀
川
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行
部
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タ
ー
ト
!!

塚下実行委員長 岐阜会場閉会

塚下実行委員長へ花束贈呈

全国大会閉幕
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